
港湾機能高度化施設整備事業（コンテナ荷役システム高度化支援施設）
コンテナターミナルゲート高度化 実施フロー

【別紙３】

【国土交通大臣】【地方整備局長等】【民間事業者】
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募集要領の確認

応募書類の提出

※１ 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律（昭和30年法律第179号）、港湾関係補助金等交付規則（昭和36年6月28日運輸省令第36号）及
び募集要領に基づく

※２ 補助事業が完了した日から起算して30日以内又は補助事業が完了した日の属する会計年度の翌年度の4月10日のいずれか早い日まで。補助金の
交付の決定に係る国の会計年度が終了した場合は、補助金等の交付の決定のあった日の属する会計年度の翌年度の4月30日まで。

応募書類の受理

事業の評価・審査

採択事業の決定

採択事業の
決定通知（控）の受理

採択事業の決定通知の受理

補助金交付申請書の提出 国土交通大臣に進達 交付決定

交付決定を補助事業者に通知交付決定通知の受理

概算払請求書の提出 請求書受理・審査

補助金概算払い補助金受領（概算）

実績報告書の提出 実績報告書の受理

補助金額の確定

補助金額確定通知書の交付補助金額確定通知書の受理

※２

※１

書類審査・現地調査等

※補助金受領額（概算）が
額の確定額を超過していた
場合は返納（精算）

採択候補事業の決定

補助金活用意向の確認補助金活用意向の確認

当年度執行限度額の通知を含む

※１

地方整備局長等へ通知


